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 ○令和４年11月11日付け号外富山県人事委員会規則第23号         
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規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県火薬類取締法施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第９号 

   富山県火薬類取締法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県火薬類取締法施行規則（昭和46年富山県規則第25号）の一部を次のように 

改正する。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年３月29日 

金 曜 日 
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 第22条を削り、第23条を第22条とする。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

                              （消 防 課）  
 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第151号 

   富山県の児童相談所に配置する児童福祉司の数についての一部改正に    

   ついて 

 富山県の児童相談所に配置する児童福祉司の数について（平成28年富山県告示第 

429号）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第１項中「16人」を「23人」に、「12人」を「16人」に改める。 

 第２項中「３人」を「４人」に、「２人」を「３人」に改める。 

 

 

富山県告示第152号 

   富山県の児童相談所に配置する児童心理司の数についての一部改正に 

   ついて 

 富山県の児童相談所に配置する児童心理司の数について（令和２年富山県告示第 

174号）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から施行する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

 第１項中「７人」を「11人」に改める。 

 第２項中「５人」を「８人」に改める。 

 

 

富山県告示第153号 

      道路の区域変更について 
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 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月29日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
富山八尾線 

富山市婦中町広田4784番 
から 
 
富山市婦中町広田4782番 
まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 10.24 
 

最小 10.08 
66.8 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 11.39 
 

最小 10.08 
66.8 

県道 
 
小矢部伏木港
線 

高岡市柴野60番２から 
 
高岡市柴野51番２まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  10.9 
 

最小  10.8 
187.8 

高岡土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大  14.4 
 

最小  12.9 
187.8 

県道 
 
高岡砺波線 

高岡市今市８番１から 
 
高岡市今市18番１まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  15.9 
 

最小  10.5 
21.5 

高岡土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大  17.0 
 

最小  11.3 
21.5 

県道 
 
本保福岡線 

高岡市今市18番１から 
 
高岡市今市18番１まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  11.6 
 

最小  7.3 
26.8 

高岡土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大  14.7 
 

最小  8.6 
26.8 
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県道 
 
砺波小矢部線 

小矢部市西中1015番から 
 
小矢部市西中1015番まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大  23.4 
 

最小   7.4 
300.0 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

変更後 

 
 
 
 
 

最大  35.2 
 

最小   7.4 
300.0 

県道 
 
福光福岡線 

小矢部市西中1008番から 
 
小矢部市西中1015番まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大   9.8 
 

最小   9.1 
205.9 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

変更後 

 
 
 
 
 

最大  41.5 
 

最小   9.1 
220.1 

 

 

富山県告示第154号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月29日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
富山八尾線 

 
富山市婦中町広田4784番から 
 
富山市婦中町広田4782番まで 
 

 
 

令和６年３月29日 
 
 

富山土木
センター 

県道 
 
上市北馬場線 

中新川郡上市町若杉二丁目 414番から 
 
中新川郡上市町若杉二丁目 157番２ま
で 

 
 

令和６年３月29日 
 
 

富山土木
センター 
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県道 
 
小矢部伏木港
線 

 
高岡市柴野60番２から 
 
高岡市柴野51番２まで 
 

 
 

令和６年３月29日 
 
 

高岡土木
センター 

県道 
 
高岡砺波線 

 
高岡市今市８番１から 
 
高岡市今市18番１まで 
 

 
 

令和６年３月29日 
 
 

高岡土木
センター 

県道 
 
本保福岡線 

 
高岡市今市18番１から 
 
高岡市今市18番１まで 
 

 
 

令和６年３月29日 
 
 

高岡土木
センター 

県道 
 
砺波小矢部線 

 
小矢部市西中1015番から 
 
小矢部市西中1015番まで 
 

 
 

令和６年３月31日 
 
 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

県道 
 
福光福岡線 

 
小矢部市西中1008番から 
 
小矢部市西中1015番まで 
 

 
 

令和６年３月31日 
 
 

高岡土木
センター
小矢部土
木事務所 

 

 

富山県告示第155号 

      女性相談支援員の名称及び配置場所について 

  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和４年法律第52号）第11条第 

１項に規定する女性相談支援員の名称及び配置場所は、次のとおりとし、令和６年 

４月１日から施行する。 

 婦人相談員の名称及び配置場所について（平成14年富山県告示第 366号）は、令 

和６年３月31日限り、廃止する。 

１ 名称 女性相談支援員 

２ 配置場所 富山県女性相談支援センター 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

                            （こども家庭室）  
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富山県告示第156号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県立乳児院 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  日本赤十字社富山県支部 支部長 新田 八朗 

  富山市飯野26番１ 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

 

富山県告示第157号 

      県営土地改良事業変更計画に関する書類の縦覧について 

  県営宮ヶ谷内池地区土地改良事業変更計画を定めたので、土地改良法（昭和24年 

法律第 195号）第88条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により公告 

し、関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

    令和６年３月29日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営宮ヶ谷内池地区土地改良事業変更計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和６年３月29日から 

    令和６年４月26日まで 

３  縦覧の場所 

    氷見市役所 
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教示 

  １  この土地改良事業変更計画に不服があるときは、縦覧の期間の満了の日の翌 

  日から起算して15日以内に、富山県知事に対して審査請求をすることができま 

  す。 

  ２  この土地改良事業変更計画に不服があるときは、土地改良法の規定により、 

  １の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決があったことを知った日の 

  翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟において富山県を 

  代表する者は、富山県知事となります。）、当該審査請求に対する裁決の取消 

  しの訴えのみ提起することができます。 

  

 

富山県告示第158号 

      土地改良区の定款変更の認可について 

  熊野土地改良区から申請のあった定款の変更については、土地改良法（昭和24年 

法律第 195号）第30条第２項の規定により、令和６年３月21日認可した。 

     令和６年３月29日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 

 

富山県告示第159号 

   富山県医療計画の変更について 

 医療法（昭和23年法律第 205号）第30条の６の規定により医療計画を変更したの 

で、第30条の４第18項の規定により次の計画書のとおり公示する。 

 なお、当該計画書は省略し、富山県厚生部医務課及び富山県厚生センター条例 

（平成14年富山県条例第２号）第１条に規定する厚生センターに備え置いて縦覧に 

供する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
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富山県告示第160号 

   指定納付受託者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 231条の２の３第１項に規定する指定納付 

受託者を指定したので、同条第２項及び富山県会計規則（昭和62年富山県規則第17 

号）第29条の２の規定により告示する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地 

  北海道札幌市中央区大通東十丁目11番地４ 

  ウェルネット株式会社 

２ 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等 

  富山県電子申請サービスを利用した富山県の行政手続に係る申請手数料等（指 

 定納付受託者が提供する支払システム及び決済基盤を利用して納付させるものに 

 限る。）の納付 

３ 指定納付受託者が歳入等の納付事務を行う期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

４ 指定納付受託者を指定した日 

  令和６年４月１日 

 

 

富山県告示第161号 

   指定障害福祉サービスの事業の廃止について 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第 

123号）第46条第２項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービスの事業を廃

止する旨の届出があったので、同法第51条第２号の規定により公示する。 

  令和６年３月29日              

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害福 
祉サービス 
の種類 

廃止年月日 事業所番号 
事業者 事業所 

名称 主たる事務 
所の所在地 名称 所在地 
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就労移行支 
援 

令和６年 
３月31日 

1611700137 東京堂株式 
会社 

下新川郡入 
善 町 入 膳 
7791-7 

ミルキーウ 
ェイ 

下新川郡入 
善 町 入 膳 
2942-11 

就労継続支 
援Ｂ型 

令和６年 
３月31日 

1611600204 社会福祉法
人新川会 

中新川郡上
市町稗田字
七郎谷１番
32 

工房よつば 中新川郡上
市町稗田字
七郎谷１番
32 

就労継続支
援Ｂ型 

令和６年 
４月１日 

1610900100 有限会社斉
藤商店 

高岡市南幸
町7番4号 

斉藤商店お
やべ 

小矢部市平
田3118番地 

 

 

富山県告示第162号 

   第二種特定鳥獣管理計画の公表について 

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第 

７条の２第１項の規定により次のとおり富山県イノシシ管理計画（第４期）を定め 

たので、同条第３項において準用する同法第４条第５項の規定により公表する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗 

 （「次のとおり」は省略し、富山県生活環境文化部自然保護課、富山県新川農林 

振興センター、富山県富山農林振興センター、富山県高岡農林振興センター及び富 

山県砺波農林振興センターに備え置いて縦覧に供する。） 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出について 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１ 

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定によ 

り次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を縦覧に供する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 店舗の名称及び所在地 

  （仮称）ウエルシア富山上滝店 富山市上滝南割508番 ほか 
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２ 店舗を設置する者 ウエルシア薬局株式会社 

３ 店舗において小売業を行う者 ウエルシア薬局株式会社 

４ 新設の日 令和６年11月23日 

５ 店舗面積の合計 1,203㎡ 

６ 店舗の施設の配置に関する事項 

 ⑴ 駐車場の位置及び収容台数 建物南側・西側／50台 

 ⑵ 駐輪場の位置及び収容台数 建物西側／30台 

 ⑶ 荷さばき施設の位置及び面積 建物南東側１箇所／40㎡ 

 ⑷ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 建物内南東側１箇所／6.42㎥ 

７ 店舗の施設の運営方法に関する事項 

 ⑴ 店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

   24時間 

 ⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

   24時間 

 ⑶ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

   ３箇所／敷地南側２箇所、北側１箇所 

 ⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

   24時間 

８ 届出の日 令和６年３月22日 

９ 縦覧場所 富山県商工労働部地域産業支援課 

10 縦覧期間 令和６年３月29日から令和６年７月29日まで 

11 その他 

  当該店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を 

 有する者は、法第８条第２項の規定に基づき、以下の事項を記載した意見書を、 

 縦覧期間満了の日までに富山県商工労働部地域産業支援課に提出することができ 

 る。 

 ⑴ 氏名及び住所（法人等にあっては、所在地、名称及び代表者氏名） 

 ⑵ ⑴の事項の公表の可否 

 ⑶ 当該店舗の名称及び所在地 

 ⑷ 意見及びその理由 
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随意契約の相手方等の公示 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

  令和６年３月29日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 

  税務電算システム移行データ抽出環境及び抽出システム作成業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

  富山県経営管理部税務課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和６年２月29日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  富士通Ｊａｐａｎ株式会社 北陸公共ビジネス部 

  富山県富山市新桜町２番21号 

５ 随意契約に係る契約金額 

  84,128,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  特例政令第11条第１項第１号に掲げる場合に該当するため 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

正      誤 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 令和４年11月11日付け号外富山県人事委員会規則第23号「特殊勤務手当等に関す 

る規則の一部を改正する規則」中 
 
   頁 

   

  ７ 

行 

 

下から３ 

誤 

 

第30条の５第２項各号列記 

以外の部分中「再任用短時 

正 

 

第30条の５第２項各号列記 

以外の部分中「再任用短時 
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  間勤務職員」を「定年前再 

任用短時間勤務職員」に改 

め、「得た額」の次に｢(当 

該額に、50円未満の端数を 

生じたときはこれを切り捨 

間勤務職員」を「定年前再 

任用短時間勤務職員」に改 

め、同項第１号中「再任用 

職員（条例第47条の２第２ 

項に規定する再任用職員を 

  て、50円以上 100円未満の 

端数を生じたときはこれを 

 100円に切り上げるものと 

する｡)」を加え、同項第１ 

号中「再任用職員（条例第 

47条の２第２項に規定する 

再任用職員をいう｡)｣を｢定 

年前再任用短時間勤務職 

員」に改め、同条を第30条 

の７とする。 

いう｡)」を「定年前再任用 

短時間勤務職員」に改め、 

同条を第30条の７とする。 
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